
ごみの増加も安心

ごみ袋プラス
豊かな成長に

絵本プレゼント

お子さんが生まれた家庭へ、第１～３子：５万円、第４子以降：１０万円の誕生お祝い金をプレゼント♪
第４子以降は、さらに小学校就学まで月額5,000円の子育て支援金が支給されます。

３歳までのお子さんがいる家庭は、全戸配布の可燃
ごみ指定袋の大袋の配布が1か月あたり5枚プラス
になります♪

ブックスタートとして４か月健診で
１冊、ブックスタートプラスとして
２歳歯科健診で１冊プレゼント♪

子ども教育課

生活環境課 町立図書館

●保育料助成

●あそび教室 ●フレンドルーム
（教育支援センター）

●学校給食費支援

●移住支援金・子育て移住支援金

●検定料補助

●エコミニバス運賃割引●自転車用ヘルメット
購入補助

●暮らし応援事業●結婚新生活支援補助金
●結婚活動支援補助金

●ライフデザイン講座

●ライフデザイン・結婚支援事業

●週末体験くらぶ ●学古堂

●転入児訪問

●鑑賞事業

●すぐーる（小学校・中学校の連絡システム）
●コドモン（保育園・幼稚園の連絡システム） 子ども教育課

教育未来課

スマホアプリで幼稚園・保育園や学校への欠席の連絡や、
園・学校からのお知らせの確認ができるシステムがあります。

子ども教育課

0・1・2歳の保育料について、国の基準
のおよそ５～８割を軽減しています。多子
軽減に該当する家庭は、第２子は半額、
第３子以降は無料です。
３歳以降は無料です。

子ども教育課

園・小・中学校に在籍するお子さんが
３人以上いる場合、３人目
以降のお子さんの給食費
について全額補助を受け
ることができます。

未就学児は無料、小学生は
通常運賃の半額で
利用できます。

生活環境課

教育未来課

小・中学生の英語検定・漢字検定・
数学検定の検定料に
ついて、半額分の補助
を受けることができま
す。

１８歳以下のお子さんが使用する
自転車用ヘルメットの購入費用に
ついて、最大1,000円の補助を受
けることができます。

●育英資金貸与制度

生活環境課

子ども教育課

大学・専門学校等の入学生・在学生が、
無利子で育英資金を借りることができ
る制度です。

保健福祉課

１歳６か月～３歳頃のお子さんと
家族が、あそびを通して「共に育
ちあう場」として行って
いる教室です。
毎年４月に参加募集を
しています。

社会教育課

小学生を対象に、週末（土曜日）に
開催しています。スポーツや工作、
学び、遊びなど、様々なジャンルの
体験ができます。

学校に足が向かない、なじめない
小・中学生のお子さんが、
自立や集団生活への
適応に向けた支援を
受けることができます。

教育未来課

文化や芸術を楽しむ機会を持てる
よう、園・小・中学校で鑑賞事業を
行っています。
ご家族も見に来ることが
できます。
（観覧料有料）

社会教育課

教育未来課 総合政策課

中学生の学習の習慣化と意欲向上
に向けた、町特設の学習塾です。放
課後に月３回程度開催があり、分か
らないところは先生に気軽に質問し
ながら、自分のペースで取り組めます。

中学生が進学や就職、家族を持つ
ことなど多様な生き方に向かって
行動していくための知識を学び、自
分の理想の将来を考えてみるワー
クショップ形式の講座です。

🎁 🎁🎁 🎁

総合政策課
３９歳以下の新婚の方は、
新生活にかかる費用に
ついて最大６０万円の補助
を受けることができます。

産業観光課

住宅の取得やリフォームの費用につ
いて最大１００万円の補助を受けるこ
とができます。
（令和７年度の申請受付は６月３０日で
終了しました）

総合政策課

関東圏から移住される方は、移住支
援金（最大１００万円＋子育て加算）、
子育て移住支援金（５０万円）の支
援が受けられる場合があります。

●出産育児一時金（国民健康保険加入者）
出産したときに原則50万円が支給されます。
通常、出産費用から差し引かれますが、出産
費用が５０万円に満たない場合や差し引か
れず支払った場合、国民健康保険の方は、
役場で手続きをしてください。

町民課 ●子ども医療費助成

0歳から１８歳まで無料で医療機関にかかる
ことができます。薬局での調剤も無料です。

保健福祉課

●児童手当

18歳まで支給されます。（３歳未満：月額
15,000円、３歳以上：月額10,000円。
第３子以降にカウントされる場合は月額30,000円。）

子ども教育課 ●新生児聴覚検査費用助成 保健福祉課

赤ちゃんの聴覚検査（AABRまたOAE）に
かかる費用について、6,000円を上限に
助成を受けることができます。

●１か月児健康診査費用助成

生後１か月の健康診査にかかる費用に
ついて、6,000円を上限に助成を受ける
ことができます。

保健福祉課 ●新生児・産婦訪問

生後１か月頃に助産師が、生後２か月頃
に保健師が訪問します。産後の健康や育
児のことなどを気軽に相談できます。

保健福祉課

●子どもの予防接種助成

定期予防接種を無料で受けることができます。任意の
予防接種は費用の一部について助成を
受けることができます（インフルエンザ予防
：上限1,500円／回、おたふく風邪予防
：上限2,000円／回）。

保健福祉課 ●育児学級 保健福祉課

生後４～５か月のお子さんがいる方を対象に、育児
学級を開催しています。離乳食について
学べるほか、育児相談をすることもでき
ます。

保健福祉課

中学生までのお子さんがいる転入
世帯へ、保健師やこどもソーシャル
ワーカーが訪問します。健康や育児
のことなどを気軽に相談できます。

総合政策課

結婚を希望する方に向けた、イベント・
相談会などの開催や、県のマッチング
システム登録料の補助制度があります。

●ハッピーチケット
産業観光課

町内で使える商品券です。18歳
までは、全員に配布する3,000円
分に加え、さらに5,000円分もら
えます。

🎁 🎁健やか子育て誕生祝い金・支援金

R７年度から
１８歳までに
なりました！

▼移住支援金 ▼子育て移住
支援金

▼イベント等 ▼補助金

教育未来課

●２か月児訪問

●町からの子育て応援ギフト！● ●補助・助成やお金の支援●

●結婚や移住・お住まいを考えている方へ●

●生まれた後すぐ使える支援など●

●親子・子ども向けの教室や学び・教育支援など●



●一時預かり保育

●病児・病後児保育

●児童クラブ

●児童館

●子育て支援センター
「すくすくサロンさくらんぼ」

●こども家庭センター

●放課後子ども教室

●赤ちゃんの駅

●地区担当保健師

●屋内遊び場
「そだちの家」

子ども教育課

お子さんを一時的に預けることができます。保護者の病気や
用事のほか、リフレッシュなどにも利用できます。（料金：１回
1,000円～。年齢・利用時間等によって料金が異なります。）

子ども教育課

病気中または病気回復期のお子さんを、一時的に預けること
ができます。
（新潟聖籠病院内。料金：１回あたり2,000円）

子ども教育課

在宅で子育てしている親子が利用できます。遊びを通し
て親子のつながりを深めながら、保護者同士の交流や
子育て相談もできます。

教育未来課

専門相談員（こどもソーシャルワーカー）に、子育てや家
庭、学校、教育に関することなどを気軽に相談すること
ができます。

保健福祉課

地区ごとに担当の保健師がいます。妊娠中の健康管理
やお子さんの発達に関することのほか、随時、ご自身や
ご家族の健康に関することなども気軽に相談できます。

子ども教育課

お子さんを連れた方が安心して外出できるように、公共
施設や事業所等に「赤ちゃんの駅」を設置しています。
外出中の授乳やオムツ交換で気軽に利用できます。

土・日曜日に、屋内遊び場として開放しています。就学
前の親子が利用できます。（※そだちの家は、平日は子
育て支援センター「さくらんぼ」として開放しています。）子ども教育課

放課後に、小学校のランチルームや図書館、体育館など
で、自主学習や運動遊びをして過ごせます。希望する小
学生全員が、登録することで利用できます。教育未来課

放課後や学校が休みの日に小学生を預けることができます。
（料金：月額３,000円～５,000円または1回300円～。きょう
だい割あり。学年や利用時間によって料金が異なります。）子ども教育課

子ども教育課

子どもたちが自由に遊べる場所です。来館している他の子
どもと一緒に遊んだり、保護者同士で交流したりできます。
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聖籠町役場 ☎0254-27-2111（代表）
（ 総合政策課・町民課・産業観光課・生活環境課・子ども教育課・教育未来課はこちら）

聖籠町保健福祉センター ☎0254-27-6511（ 保健福祉課はこちら）

●聖籠いきいきプロジェクト ～みんなでつくる笑顔の町～●

聖籠で笑顔つくろう!お役立ち情報ブック

結婚・妊娠・出産・子育て編 令和７年度版

●詳しい内容や、申請・利用手続き等についてはお問い合わせください●
●産後ケア事業

出産後の回復や心理的安定を促進する事業です。安
心して健やかな育児ができるよう、病院や自宅で支援
を受けることができます。
（宿泊型：1日約8,000円～、
通所型：1回 1,000円～、
訪問型：1時間1,000円～）

保健福祉課

●特定不妊治療費助成 保健福祉課

体外受精と顕微授精にかかった費用
について、１年度あたり 1５万円を上限
に助成を受けることができます。

●妊婦健康診査受診票・
産婦健康診査受診票の交付

保健福祉課

受診票で妊婦健康診査１４回と産婦健康診査２回を
原則無料で受診できます。妊娠週数ごとの受診と、産後
２週間頃、産後１か月頃の受診に利用してください。

●妊婦のための支援給付

妊娠届出後に50,000円が、出産後に生まれた
子ども１人あたり50,000円が支給されます。

保健福祉課

●妊産婦医療費助成

妊娠届の翌月から出産した翌月まで、
通院は１日あたり530円、入院は１日
あたり1,200円で医療機関にかかる
ことができます。薬局での調剤は無料です。

保健福祉課

●妊婦歯科健診

妊娠性歯肉炎やむし歯予防のために、
妊娠中に歯と歯ぐきの健診を受ける
ことができます。

保健福祉課

●マタニティ教室

安心して出産、育児に臨めるように、
妊娠中の過ごし方などを学ぶことが
できます。妊婦さん同士の交流の場
にもなっています。

保健福祉課 ●予防接種助成

妊娠中や妊娠を予定・希望する方等は、
予防接種費用について助成を受けること
ができます。
・インフルエンザ予防（上限1,500円）
・風しん予防（接種費用の2/3を助成）

保健福祉課

●産前産後期間の保険税（料）の免除

産前産後期間（４か月間。多胎の場合は
６か月間。）は、健康保険税（料）と年金保
険料が免除になります。国民健康保険・国
民年金の方は役場で手続きをしてください。

町民課

●母子手帳 ●子育てアプリ「母子モ」

保健福祉センターに妊娠届を提出すると、母子手帳が交付されます。子育てアプリ
「母子モ」もあわせて、妊娠中・子育て中の記録に活用しましょう。アプリでは記録する
他に、予防接種の予定管理やご家族との記録の共有、町からのお知らせ配信の受信
もできます。

保健福祉課

●子育て応援パスポート 子ども教育課

協賛店で提示すると、店舗ごとのサービス（割引・記
念品の進呈等）を受けることができます。妊娠中から、
お子さんが18歳に達する日以後の最初の
3月31日まで利用できます。
町内だけでなく、新潟市・新発田市などの
協賛店でも使えます。

聖籠町町民会館 ☎0254-27-2121（ 社会教育課はこちら）

●休日保育

子ども教育課

仕事などにより、日曜日や祝日に家庭で保育できないお子
さんを預けることができます。
（みんなの森どんぐり保育園内。料金：延長は有料）

LINE X

公式SNSでも
随時情報を配信中！

聖籠町立図書館 ☎0254-27-6166（ 町立図書館はこちら）

R７年度から
スタート！

▼妊娠届 ▼子育て
アプリ

※このブックに記載している内容は、令和７年度の主な実施内容です。 この他にも実施している子育て関連事業などがありますので、
ご不明な点はお問い合わせください。 実施事業は年度ごとに変わることがあります。

●妊娠から出産の後まで●

●子育て相談・子育て支援施設●

（ver2025.10）


